
 
 

平成 26 年 12 月 4 日 

株式会社ミライト 

人材開発部 

 

最近の最高裁判決でアスベスト健康被害に関する国の責任が認定されるなど、石綿（ｱｽﾍﾞｽﾄ）に

よる健康被害が社会問題となっています。 

 

現在、当社では石綿に関連する作業は行っていません。又、過去において同作業を実施した場合は、法

令を遵守し、社員の健康管理上の措置に十分配意したうえで作業を行っていたところです。 

しかし、残念ながら退職者の方に石綿が原因と推定される健康障害（中皮腫）が発生しました。 

 

石綿に関する補償制度や救済制度等については、厚生労働省、労働局ＨＰなどで広く周知されています

が、石綿による健康障害は極めて長い期間（１５年～４０年）を経て発症すること、また退職後に発見されて

いるケースが大半であることから、今回、元社員の皆様に対して調査を行うこととし、「過去に石綿取扱い関

連作業に常時従事していた方」については、「従事歴調査」と併せて「石綿健康診断」も実施することとしまし

た。 

 

当社産業医によれば、過去に石綿関連作業に従事していたとしても、実際、石綿疾病の発症率はコンマ

以下であり、過度に不安視する必要はないとのことであります。 

 

「石綿健康診断」は、問診のほか胸部Ｘ線直接撮影を行う予定です。その結果、医師が必要と認めた場

合、更にＣＴ等の精密検査を受けていただくこともあります（費用は会社負担）。 

また、精密検査により、医師の所見があって所定の要件に該当する場合は、お住いの管轄労働基準監督

署で「健康管理手帳」が取得できます。以後、６ヵ月に 1 回「石綿健康診断」を無料で受診できるようになりま

す。更に、石綿疾病と診断された場合、労災要件が満たされれば労災認定されることになります（治療費等

が無料）。 

退職者の皆様には、１２月初めに「調査票他」をご郵送しておりますので、石綿関連作業従事歴の有無に

係らず、平成２６年１２月２２日（月）迄にご返送くださいますようお願い致します。 

 

なお、当社において業務上明らかに石綿作業歴がないと思われる方々につきましては、ご案内を差し上

げておりません。また、ご案内を郵送しても住所変更等で届かないケースも考えられます。 

ついては、当ＨＰをご覧になり、疑問などがございましたら、以下の窓口までご相談くださいますようお願い

いたします。 

※本調査でお答えいただいた内容についてはプライバシーを厳守します。 

＝退職された元社員の皆様へ＝ 

石綿関連作業に常時従事していた方への作業従事歴調査 

並びに石綿健康診断のご案内 
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【問い合わせ先一覧】 

 

㈱ミライト本社

人材開発部 第二人事部門 ０３-６８０７-３１３７

経営企画本部 総務部 ０３-６８０７-３７００

ｴﾑｽﾞ・ﾌﾞﾚｲﾝｾﾝﾀ 総務人事ｻﾎﾟ-ﾄ部 ０３-６８０７-３１２６

㈱ミライト各支店

北海道支店 企画総務部 ０１１－８３１－３２５４
東北支店 企画総務部 ０２２－３６９－７３３３
栃木支店 企画総務部 ０２８５－２５－９１００
茨城支店 企画総務部 ０２９－２４１－０２１１
千葉支店 企画総務部 ０４３－２４１－２３１１
神奈川支店 企画総務部 ０４５－４６１－６０２１
信越支店 ０２６－２２３－７７１１
東海支店 企画総務部 ０５２－５２８－１７１１
北陸支店 企画総務部 ０７６－２６３－１７２２
西日本支店 総務人事部 ０６－６４４４－５６３４
中国支店 企画総務部 ０８２－５０６－３８８３
四国支店 企画総務部 ０８７－８６８－０３５５
九州支店 企画総務部 ０９２－２９２－０４４９
沖縄支店 ０９８－８６０－６８１０

㈱ミライト・ホールディングス

 
 

＜石綿（アスベスト）関連リンク先＞ 

◆ 総合パンフレット「アスベスト対策―予防から救済まで―」  

 ◆ 石綿取扱い作業等に従事していた退職者の皆様へ  

 ◆ 石綿に関する健康管理手帳の交付について  

 ◆ 労災補償制度  

 ◆「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)」が改正されました  

◆ 石綿に関する各種相談窓口  

 ◆ アスベスト(石綿)に関する Q&A  

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/sekimen.html#page 

◆「石綿ばく露歴把握の為の手引き」 

http://www.jaish.gr.jp/information/mhlw/sekimen/h18_tebiki.html 
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